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令和２年第４回水俣市教育委員会定例会会議録 

開催日 令和２年４月１７日(金) 

場所 水俣市公民館 ２階ホール 

会議種類 定例会 

出席委員 平尾 雅述   委員 

山田 誠次   委員 

本田 恵津子  委員 

教育長 小島 泰治 

欠席委員 堀  浄信   委員 

事務局出席者 前田 裕美   教育次長 

赤司 和弘   教育総務課長 

梅下 彰    生涯学習課長  

緒方 卓也   スポーツ振興課長 

福山 達郎   指導主事 

小路 幹雄   教育総務課総務係長 

白坂 優季   教育総務課総務係参事 

岩下 一弘   教育総務課学校給食センター所長（議第１号説明時在席） 

署名者 平尾 雅述   委員 

山田 誠次   委員 

本田 恵津子  委員 

小島 泰治   教育長 

傍聴者 無 

開会宣言 午後１時４５分 

 

 １  非公開とする審議事項 

１） 議第３号、議第４号及び協議第２号を非公開とすることについて 教育総務課 

   

 ２  報告 

１） 教育長報告  

２） 各課報告  

 ① 水俣市職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令の制定について 教育総務課 

 ② 水俣市社会保障・税番号制度導入推進委員会設置要綱の一部を改正

する訓令の制定について 

教育総務課 

 ③ 水俣市職員表彰規程等の一部を改正する訓令の制定について 教育総務課 

 ④ 水俣市スポーツキッズサポーター基金事業及びスポーツ振興基金事

業実施要綱の一部を改正する要綱の制定について 

スポーツ振興課 

   

３  議事 

１） 審議事項  

 
① 水俣市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱の一部を改正す

る要綱の制定について 
教育総務課 
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 ② 水俣市文化会館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 生涯学習課 

 ③ 水俣市社会教育委員の委嘱について 生涯学習課 

 ④ 水俣市スポーツ推進委員の委嘱について スポーツ振興課 

   

２） 協議事項  

 ① 令和２年５月の教育委員会定例会の開催日程について 教育総務課 

 ② 学校教育活動の現状について 教育総務課 

   

４ その他  

１） ５月の行事予定について 教育総務課 

２） 葦北郡水俣市教育委員会連絡協議会総会の中止等について 教育総務課 

３） 令和２年度会計年度任用職員（教育総務課）名簿について 教育総務課 

 

非公開とする審議事項 

 

【案件】 議第３号、議第４号及び協議第２号を非公開とすることについて 

【説明】 

赤司 和弘 

教育総務課長 

個人情報等を含むため、議第３号、議第４号及び協議第２号は非公開を提案しま

す。 

各委員 はい。 

【採決】 承認 

  

報告事項  

  

教育長報告 

小島泰治教育長 

新年度が始まって、半月が経とうとしておりますが、開けたとたんにまた休

校になってしまい、すっきりしない日々を過ごしています。今日は、資料を

準備しておりますので、それに沿って今までの経緯と、今の状況について報

告します。 

①４月６日に水俣市教育委員会において県の要請を受け、「感染防止の徹底

を図った上で、条件付きで教育活動を再開する。また、部活動は、４月１９

日(日)まで中止」を決定し、各小中学校に通知しました。 

③ このことを受けまして、各小中学校では、８日始業式、９日入学式と、感

染防止の徹底を図りながら、順次、教育活動を再開してきました。委員の

皆様には、入学式の告辞、大変お世話になりました。このように１０日か

らいよいよ授業再開ということで進めてきたわけですが 

③１２日（日）に蒲島知事が「すべての県立学校を４月１４日（火）から５

月６日（水）まで臨時休業（休校）とする」と方針を示されました。また、

「市町村立学校においても同様に対処するよう要請する。」と話されまし

た。 

④４月１３日(月)、熊本県教育委員会は、熊本県を取り巻く感染の状況は刻

一刻と深刻さを増しており、県立学校においても、いつ広まるか大変危惧さ

れる状況にあることから、すべての県立学校を４月１４日（火）から５月６
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日（水）まで臨時休業（休校）とすることを決定し、市町村立学校において

も同様に対処するよう要請がありました。 

⑤同日、水俣市教育委員会においても県の要請を受け、４月１４日から５月

６日まで臨時休業とすることを決定し、各学校へ通知しました。 

⑥翌日、１４日に定例校長会議を開催しまして、各小中学校、４月２１日ま

たは２２日のどちらかに１日登校日を設定することに決定しました。１時間

程度で内容は、健康観察、学習支援等で、授業日としてカウントしないこと

も確認しました。 

⑦今のところ、５月７日（木）から教育活動を再開予定ですが、昨日、全国

に緊急事態宣言が出され、どうなるか分からない状況です。県の判断を待つ

ことになりますが、ぎりぎりの判断になると思います。給食は、５月１１日

（月）から再開する予定です。部活動については、７日に再開したとして

も、しばらくは、授業を再開することに全力を注ぎ、当面中止します。 

⑧休業期間中の教職員の状況についてですが、４月１３日に県教育委員会か

ら「勤務する教職員を最小限とし、児童生徒への対応や学校運営に支障が生

じる場合を除いて、原則、在宅勤務とするように」との通知ありました。早

速、１４日の定例校長会議の中で「児童生徒への対応や学校運営に支障が生

じないような最小限の数の職員を交代で出勤させ、残りは在宅勤務させるよ

う」に指示しました。 

⑨早い学校は、１６日（木）から在宅勤務を交代で始めています。終わり

は、一応５月１日（金）までとなります。 

⑩最後に会議や研修会の対応ですが、４月、５月に実施予定のものは、可能

な限り、中止や延期をしています。どうしても実施しなければならないもの

は、必要最小限の人数に絞ったり、短時間にしたり、広い空間で換気をよく

して行うなどの拡大防止を講じたうえで実施しています。今回、会場をホー

ルに変更したのもその観点からです。 

報告は以上です。 

平尾 雅述委員 保護者から学校に、例えば家での過ごし方とかの要望はありますか。 

小島泰治教育長 地域の方から子どもたちが外で遊んでいる等の声は入ってきますが、保護者

からの要望は特にありません。学校が臨時休業中の過ごし方をプリントで配

布していますので保護者の方はおおむね理解していると思います。 

山田 誠次委員 子どもが学校に通っている家庭は学校が今どういう状況か分かるかと思いま

すが、市民全体で見ると、学校の状況や子どもたちの過ごし方が見えてこな

いと思います。教育委員会からというより市長名でもう少し情報を発信して

いただければと思います。また、資料⑥の登校日についてですが、全校生徒

が一度に登校する形なのでしょうか、学年ごとにいくつか分けて登校するの

でしょうか。以前も提案したのですが、クラスの中が密集状態にならないよ

うに１つのクラスを半分ごとに分けて登校するというような手立ては可能で

しょうか。 

小島泰治教育長 休み中の子どもたちの過ごし方については、各学校適切に子どもたちや各家

庭に周知しているのですが、地域間で少しニュアンスに差があるようです。

市のホームページに誤解を招かないように上手く掲載できるか検討してみま

す。登校日についてですが、分散登校について提案したのですが、小学校は

無理とのことで、一斉に登校して一斉に帰宅すると聞いています。中学校に

ついては、今のところ把握はしていません。 

  

各課報告  

報告第１号 水俣市職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令の制定について 
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赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

４月に水道局と下水道課が統合し上下水道局となったことから、改正したも

のです。 

  

報告第２号 水俣市社会保障・税番号制度導入推進委員会設置要綱の一部を改正する訓令

の制定について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

先ほどと同様に水道局と下水道課の統合による組織名称等の変更に伴う改正

です。 

  

報告第３号 水俣市職員表彰規程等の一部を改正する訓令の制定について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

本件につきましても、組織機構改革に伴う組織名等の変更に伴う改正です。

機構改革の主な内容は、新庁舎建設に関する事務が財政課から都市計画課に

移管され、秘書係の名称が秘書広報係に、行政係が行政管理室に、水道局が

上下水道局に変更になっています。このような名称変更等に対応した規程の

整備を行っています。 

  

報告第４号 水俣市スポーツキッズサポーター基金事業及びスポーツ振興基金事業実施要

綱の一部を改正する要綱の制定について 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

（別添資料をもとに説明） 

スポーツキッズサポーター基金の大会出場奨励金の返還についての内容を明

確にしました。 

  

議事  

  

審議事項  

議第１号 水俣市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱の一部を改正する要綱の

制定について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別添資料をもとに説明） 

アレルギー対応食の変更又は中止の場合の手続きについて、申請及び決定の

手続きと同様の事務処理とすることを明文化し、事務の明確化を図るもので

す。これまでは運用において申請等の手続きに準じて事務を行っていまし

た。 

平尾 雅述委員 今、アレルギーの子どもたちは大体どれくらいいますか。 

赤司 和弘 

教育総務課長 

３２名です。 

【採決】 承認 

  

議第２号 水俣市文化会館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

梅下 彰 

生涯学習課長 

（別紙資料をもとに説明） 

これまでは、市長が特別の理由があると認めたときでも使用料の５割以内で

しか還付していませんでした。感染症予防のためイベント等の自粛を要請し
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た時も全額還付ができない状況を是正するために本案のとおり制定しようと

するものです。 

【採決】 承認 

  

議第３号 水俣市社会教育委員の委嘱について 

梅下 彰 

生涯学習課長 

（別紙資料をもとに説明） 

現在１５名の委員がいますが、人事異動による辞職等に伴い２名の補欠委員

を委嘱するものです。 

 非公開 

【採決】 承認 

  

議第４号 水俣市スポーツ推進委員の委嘱について 

緒方 卓也 

スポーツ振興課長 

（別紙資料をもとに説明） 

退任される委員の後任の委員を新たに委嘱するものです。 

 非公開 

【採決】 承認 

  

協議事項  

協議第１号 令和２年５月の教育委員会定例会の開催日程について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

５月２２日（金）、午後１時半から場所は今のところ公民館分館１階会議室

Ｃで予定しております。 

各委員 了承 

  

協議第２号 学校教育活動の現状について 

福山達郎指導主事 （報告の概要） 

①３月の小中学校長期欠席児童生徒報告について 

②３月の児童生徒事故・非行報告について 

③その他の報告について 

 非公開 

  

その他  

その他１ ５月の行事予定について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

【資料に基づき説明】 

新型コロナウイルスの関係で行事の中止・延期が続々と決定されているとこ

ろですので、あくまでも４月１０日現在の予定ということで御承知おきくだ

さい。 

本田 恵津子委員 体育大会の延期後の期日は未定ですか。 

小島泰治教育長 決まっているところと未定のところがあります。 

前田 裕美 

教育次長 

大体秋に実施する状況になっていますが、期日まではまだ決まっていませ

ん。 
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その他２ 葦北郡水俣市教育委員会連絡協議会総会の中止等について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別紙資料をもとに説明） 

令和２年度の葦北郡水俣市教育委員会連絡協議会総会については、４月１０

日付けのメールでお知らせのとおり中止とさせていただきます。議案等につ

いては、書面で承認いただく予定ですので、御質問等があれば、４月２０日

までに担当宛てに連絡をお願いします。 

小島泰治教育長 今説明がありましたとおり、何か質問等があれば４月２０日までにお願いし

ます。４月２４日に芦北町、津奈木町からも教育委員会としての承認をいた

だく予定ですので、承認の場合はできましたら速やかに御連絡をいただけれ

ばと思います。 

  

その他３ 令和２年度会計年度任用職員（教育総務課）名簿について 

赤司 和弘 

教育総務課長 

（別紙資料をもとに説明） 

今年度の会計年度任用職員の名簿です。御確認をお願いします。なお、学校

用務員１名と特別支援教育支援員２名、外国語活動支援員１名については募

集中となっていますので、引き続き募集を進めることとしています。 

小島泰治教育長 今、説明がありましたとおり、学校用務員、特別支援教育支援員、外国語活

動支援員の募集をまだしていますので、お知り合いの方で適任の方がいらっ

しゃれば紹介をお願いします。 

  

閉会宣言 午後２時２５分 
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